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※サービス担当者会議については、テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うこともできます。ただし、利用者又はその家族が参加

する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者又はその家族の同意を得な

ければなりません。 

 

※モニタリングについては、サービス担当者会議において利用者の同意とサービス担当者

会議等で主治医や担当者の合意が得られた場合は、以下の条件によりテレビ電話等を活用

して行えることとします。  

・利用者の状態が安定していること  

・利用者がテレビ電話等を使い、意思疎通ができること（サポート含む）  

・利用者の状況をサービス事業者との連携により収集できること  

・少なくとも２か月に１回は利用者の居宅を訪問すること 
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